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3）労　 仂　事　情

　a）雇用労働者数と雇用形態別構成の変化

　調査工場の雇用形態別従業員数を示すと、第15表の
とおりである。

　これによると28，29，30年と生産の増大に伴い従業
員も増加している。30年は臨時工の雇用が目立ってお
り、夏期間の生産増強期には特に各工場とも増えてい

る。
  　b）雇用労働者の経験年数別状況
  従業員の経験年数別状況は、第16表の通りである。



　C）労働賃金の推移
調査工場の労働賃金について、基準賃金、基準外貨

金の区分によって、職員、本工、臨時工の賃金の実態
推移をみると、第17表のとおりである。

　すなわち、賃金形態は職員は月給、木工は月給また
は日給、臨時工は日給または出来高給である。賃金
は28,29,30年といずれも増加しているが、同一業種で
ありながら賃金隔差が目立っている。更に、職員、本
工、臨時工別にみると、賃金額そのもの及び賃金上昇
率において、職員、木工、臨時工の差異が著しく認め
られる。
　  d）福利厚生施設及び保険加入利用状況
　福利厚生施設としては、社宅を有するもの５、浴場

を有するもの7となっており、集合所を有しているも
のもある。保険については、調査工場については健康
保険、労災保険、失業保険に全工場加入しており、定
期的に納入している。

　4）市場の構成とその変遷

　製材、床板、単合板の調査工場の出荷状況をみると
第18表のとおりである。

　すなわち、製材においては、本地区の小都市、農村
の地元消費および主要消費都市の需要による道内消費
を主体に生産、出荷（販売）している。道外にあって

は、東京、大阪が主なる仕向先である。28，29，30年
と道内消費（出荷）はやや増加しているが、これに比
較して道外出荷の増加率が更に高いようである。



　単板にあってはほとんどが道外出荷で、東京、大阪
が仕向先である。合板は、道内道外出荷が相半ばして
いるが、輸出合板は道内出荷に含まれているため、出
荷即消費とは考えられない。道外出荷の仕向先は東京

大阪が大部分である。

　5）金　融　事　情
　調査工場の資本構成をみると第19表の通りである。

　資本構成は、一般的な基準としては自己資本が50％
以上であれば健全であるとされているが、業種によっ
てそれぞれ特性を有しており、木材関係の業種は比較
的自己資本の比率が低率である。個々の工場について
為ると、H立場を除いてはいずれも北海道の木材工業
の27年（自己資木16.06％、他人資本83.26％）の平均

比率に比較すると著しく資本構成が是正されている。
これはデフレ過程において、企業経営の改善が図られ
てきた結果であろう。他人資本の構成内容をみると借
入金、支払手形に対する依存度がかなりの高率を占め
ている。金融機関別借入状況をみると第20表の通りで
ある。これによると市中銀行の利用が殆んどである。



　6）工業経営の分析

  本地区の調査工場について、経営分析をとおして経営財務の面から企業経営の内容を観察すると、第21表の



　とおりである。



　i）資　産　構　成
　資本構成については、金融事情の項で他人構成に関
連して考察し、資本構成是正の傾向をみとめた。
資産構成は、工場機械設備の新設、更新、再評価の
実施等の理由から、固定資産比率が27年度北海道平
軌23.08％に比較して増加している。

　ii）流　動　比　率
　流動比率は、一般的標準としては200％以上が基準
であるが、戦後の特徴として著しく低下し、100％前
後になっている。調査工場についてみると、デフレ、
金融引締等の影響により好転せず、むしろ悪化の傾向
を示して、支払能力が低下し、不健全なる状態を示し
ている。

　iii）負　債　比　率
　負債比率は資本構成比率を一元化した比率で、200％
が標準とされている。これについてみると、各工場と
も2～4倍（200～400％）の他人資本を持っているこ
とになり、29年の405％に比較すると低下して、健全
化の方向を示している。

　iv）収　　益　  性
　企業経営の業績の最終尺度は総資本収益率で、総資
本収益率は売上高純益率と総資本回転率の相関関係か
ら決定される（注　総資本収益率＝売上高純益率×総
資本回転率）。総資本収益率は第21表にみられるとお
り28年から29年と減少し30年度へと増加しているが30
年の収益率は28年よりも下回り、低落の状態である。
この収益率の推移は売上高純益率の低下によるもので
あり、総資本回転率の減少によるものではない。売上
高においてはむしろ、28，29，30年と上昇を示してい
るからである。

　Ⅴ）生　　産　　性
　売上高増加の傾向は労働の生産性からみても明らか
で、調査工場中J工場を除いては各工場とも向上を示
し、、B工場では28年137万円から30年165万へ、C工場
では28年67万円から79万円と向上している。
　労働生産性については、木材工業の範畔にありなが
ら、業種により各工場にそれぞれ大きな差異がみられ
る。
　調査工場の経営分析結果を総合的にみると、収益率
は売上高純利益率の鈍化、低下により下降している。
資本構成において自己資本比率は健全化の傾向にある

とはいえ、流動比率は低下気味である。労働生産性の

向上に伴い、従業員平均給与額は上昇し、施設投資、

更新により1人当り固定資産額は増加している。この

ように、28，29年のデフレ過程における不況から、景

気回復への基盤たるべき種々たる要因が醸成されつつ

あるものと考えられる。

　7）結　　　　論

　昭和28年、29年頃におけるデフレ不況期から近年の

数量景気の形に移行する過程において、本道の木材製

品の生産も徐々に上昇をしめした。これは生産高の面

において増加したに止まり、生産高の増加が企業の最

終目的である収益性の向上に顕著なる影響を示しては

いない。このことは、売上高純利益率の鈍化によるこ

とであり木材工業の変動費率（原木価格と製品価格の

比率）に関連して考えなければならないことで、パル

プ材需要の増加、輸出吋材、輸出合板の需要増による

原木価格の騰貴割合に比較して、一般の製品価格の上

昇が低率であったためであろう。しかし単に、経済変

動という外的な条件のみに収益性の向上しない理由を

限定するのは、木材工業の近代化の観点からみると（

現実はいかにあれ）好ましいことではない。積極的な

経営合理化の方途を通じて、安定的な収益性の向上を

図らなくてはならないのではなかろうか。すなわち、

機械設備の面からみると老朽施設の更新を図り、設備

の近代化を積極的に進めなくてはなるまい。また経営

管理技術の面からみると、原価管理、品質管理、労務

管理等を実施して比較的に目にみえない経営数理関係

の数字を明らかにし、合理化によって実現される数値

的な足跡を把握して、よりよき向上の資料としなくて

はなるまい。更に、小規模設備による廃屑材の有効利

用（原料化または製品化）を積極的に考え、収益性向

上の一助としなくてはなるまい。

　木材工業は、一般の製造工業に比較して特殊性が多

いが、経営方法の改善によって、有利な経営を行う余

地は未だ充分にあると考えられる。すなわち、単純

化、標準化、専門化等手段により、多年の木材業界の慣

習を打破し、他の産業に追従しうる素地を作りあげる

ペきである。
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